
「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」の
　　　　　個別通知を実施します。
　当組合では、医療費適正化(*)に資する施策として、広報・ジェネリックお願いカードの配
布等のジェネリック医薬品の普及に取り組んでいます。
　その一環として、このたび被保険者とご家族の方へ「ジェネリック医薬品に関するお知ら
せ」をお届けすることにしました。この機会にぜひ一度、ジェネリック医薬品の利用につい
て医療機関・調剤薬局にご相談くださいますようお願いいたします。

  (*)ジェネリック医薬品を上手に活用することにより、お薬代の自己負担額が低減される
　　と共に皆様の保険料をもとに運営している当組合の医療費負担の低減につながります。

【おしらせの内容】
　１．ジェネリック医薬品について知ってほしいことがら
　２．通知対象者が現行服用されている先発医薬品をジェネリック医薬品（後発医薬品）に
　　　変更した場合に、お薬代がどのくらい変わるのか試算した結果（例）

先発医薬品→ジェネリック医薬品
に変更した場合の削減額試算例

　注．除く調剤料

現行服薬の先発医薬品から

ジェネリック医薬品への一例

　注.ジェネリック医薬品の主要
　　　５メ－カ－から選定。
　　　ﾒｰｶｰによりお薬代は異な
　　　る場合があります。

【通知対象者】
　　主に生活習慣病の方で、ジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担額の削減効
　　果が大きい方を中心にお届けします。
　

＜お知らせの一例＞

機関紙９月号で「ジェネリック医薬品お
願いカード」を配布しておりますので、
通知対象外の方についても、ジェネリッ
ク医薬品の利用について医療機関・調剤
薬局にお願いカードを提示してご相談し
てください。

【通知時期】
　平成２１年度は、第１回目とし
　て２月１９日以降に被保険者住
　所宛で郵送します。
　尚、２回目以降は、平成２２年
　度に行います。

＊この取り組みは、当組合より㈱エム・エイチ・アイに委託しております。「お知らせ」
　に利用した個人情報は、この目的以外には使用いたしません。
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